
開催日時 2025年10月24日（金曜日）午前10時
受付開始：午前９時30分

開催場所 東京都文京区後楽二丁目３番21号
住友不動産飯田橋ビル６階
リンカーズ株式会社本社
（会場が前回と異なっておりますので、末尾
の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただ
き、お間違えのないようご注意ください。）

議　　案 第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）

に対する譲渡制限付株式の付与
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株主総会にご出席いただけない場合

書面（郵送）又はインターネットにより議決権を行使ください
ますようお願い申しあげます。
議決権行使期限：2025年10月23日（木曜日）午後６時まで
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証券コード　５１３１
2025年10月２日

株　主　各　位
東京都文京区後楽二丁目３番21号
リ ン カ ー ズ 株 式 会 社
代表取締役社長 前 田 佳 宏

【当社ウェブサイト】
https://corp.linkers.net/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第14期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第14期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株式情報」「株主総会」を順
に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載し
ておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「リンカーズ」又は「コー
ド」に当社証券コード「5131」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2025年10月23日（木曜日）午
後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招
集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワー
ド」をご利用の上、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力くださ
い。
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１．日 時 2025年10月24日（金曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 東京都文京区後楽二丁目３番21号

住友不動産飯田橋ビル６階　リンカーズ株式会社本社
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参
照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第14期（2024年８月１日から2025年７月31日まで）事業報告、連結計算

　　書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第14期（2024年８月１日から2025年７月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定

の件

 

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。

敬　具
記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効

なものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。また、紙資源の節約のため、「本招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し
あげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたし
ますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条第２項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いて
おります。

　　・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示の上、切手を貼らずにご
投函ください。

議決権行使ウェブサイトにアクセス
し、画面の案内に従って議案の賛否
をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年10月24日（金曜日）
午前10時

（受付開始：午前9時30分）

2025年10月23日（木曜日）
午後６時到着分まで

2025年10月23日（木曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２・３号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
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現 行 定 款 変 更 案

（本店の所在地） （本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都文京区に置く。 第３条 当会社は、本店を東京都港区に置く。

（新　　設） 附　則
（経過措置）

（新　　設） 第１条 定款第３条（本店の所在地）の変更は、
2026年に開催予定の第15期定時株主総会ま
でに開催される取締役会において決定する本
店移転日をもって効力を生じるものとする。

            なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過
後、これを削除する。

株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件
１. 提案の理由

（１）当社グループのさらなる事業拡大及び経営効率の向上や、柔軟な働き方の推進を図るた
め、現行定款第３条に規定する本店の所在地を、現在の東京都文京区から東京都港区に変更する
ものであります。
（２）本店の所在地変更に伴い、移転までの間は現所在地を本店所在地とするため、経過措置と
して附則を設けるものであります。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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候補者番号

１
ま え

前
 

 
だ

田
 

 
よ し

佳
 

 
ひ ろ

宏 再  任
 1977年２月28日生（男性）　

取締役会出席回数
15回／15回
（100%）
取締役在任期間
13年7カ月
所有する当社株式の数
5,182,400株
　

■略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    2000年    4 月 京セラ株式会社　入社
    2006年    2 月 株式会社野村総合研究所　入社
    2012年    4 月 Distty株式会社（現当社）　代表取締役
    2017年    7 月 当社代表取締役社長（現任）

2024年８月 株式会社リンカーズOI研究所　取締役（現任）
2025年４月 当社イノベーション推進事業本部長（現任）

■取締役候補者とした理由
当社設立以来、企業経営者として当社経営を統括し、新規事業の創出や各事業の発展を牽引しており、今後もグループ全体
の事業拡大及び経営全般に対する適切な判断を期待できると判断したことから、引き続き取締役として選任をお願いするも
のであります。

候補者番号

２
か

加
 

 
ふ く

福
 

 
ひ で

秀
 

 
の ぶ

亙 再  任
 1978年７月23日生（男性）　

取締役会出席回数
15回／15回
（100%）
取締役在任期間
12年7カ月
所有する当社株式の数
834,500株
　

■略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    2003年    4 月 株式会社野村総合研究所　入社
    2013年    4 月 Distty株式会社（現当社）　代表取締役
    2017年    4 月 当社オープンイノベーション推進本部長
    2017年    7 月 当社取締役副社長
    2018年    10月 当社取締役（現任）
    2023年    2 月 当社マッチングプラットホーム事業本部長

■取締役候補者とした理由
当社入社以来、営業部門を牽引し、当社の事業の責任者として豊富な経験と幅広い見識を持ち合わせており、今後も当社事
業の持続的成長への貢献が期待できると判断したことから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

第２号議案　取締役５名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号

３
え

江
 

 
がしら

頭
 

 
ひ ろ

宏
 

 
か ず

一 再  任
 1970年４月23日生（男性）　

取締役会出席回数
15回／15回
（100%）
取締役在任期間
８年
所有する当社株式の数
69,500株
　

■略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1994年    4 月 国土管理株式会社　入社
    2001年    3 月 株式会社ネットマークス（現株式会社ユニアデックス）　入社
    2007年    7 月 高島株式会社　入社
    2008年    2 月 FXプライム株式会社（現GMOコイン株式会社）　入社
    2011年    4 月 同社財務経理部長
    2012年    12月 同社経営管理部長
    2013年    6 月 同社取締役
    2017年    1 月 当社入社　経営管理部長
    2017年    10月 当社取締役（現任）
    2021年    12月 当社経営管理本部長（現任）

■取締役候補者とした理由
当社入社以来、財務・経理、法務・コンプライアンス等の経営管理部門における豊富な経験と幅広い知見にて、当社の体制
強化に貢献しているため、当社の取締役会の意思決定、監督機能の実効性強化に期待し、引き続き取締役として選任をお願
いするものであります。

候補者番号

4
み ず

水
 

 
た

田
 

 
ま さ

正
 

 
み ち

道 再  任 社  外 独  立
 1959年６月13日生（男性）　

取締役会出席回数
14回／15回
（93%）
社外取締役在任期間
４年5カ月
所有する当社株式の数
－株
　

■略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1984年    4 月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）　入社
    1988年    7 月 テンプスタッフ株式会社（現パーソルテンプスタッフ株式会社）　入社
    1995年    6 月 同社取締役
    2008年    10月 テンプホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）常務取締役
    2010年    6 月 同社取締役副社長
    2013年    6 月 同社代表取締役社長
    2016年    6 月 同社代表取締役社長CEO
    2021年    4 月 同社取締役会長（現任）
    2021年    6 月 当社社外取締役（現任）

■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
上場会社の経営者として長年企業経営に携わられており、企業経営の豊富な経験や知見を活かして、当社の社外取締役とし
て当社経営に対して助言・提言をしていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものでありま
す。
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候補者番号

５
な が

長
 

 
し ま

島
 

 
 

 
 

　
さとし

聡 再  任 社  外 独  立
 1968年11月25日生（男性）　

取締役会出席回数
15回／15回
（100%）
社外取締役在任期間
３年4カ月
所有する当社株式の数
－株
　

■略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況
    1996年    10月 株式会社ローランド・ベルガー　入社
    2014年    9 月 同社代表取締役日本共同代表
    2015年    9 月 同社代表取締役社長
    2019年    6 月 Roland Berger Holdings GmbH　グローバル共同代表
    2020年    7 月 きづきアーキテクト株式会社　代表取締役（現任）
    2020年    11月 由紀ホールディングス株式会社　社外取締役（現任）
    2022年    7 月 当社社外取締役（現任）

2024年11月　株式会社スマートドライブ　社外取締役（現任）

■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
世界的大手コンサルティング会社の日本代表、グローバル共同代表を歴任し、企業経営の知見や豊富な経験を活かして、当
社の社外取締役として当社経営に対して助言・提言をしていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願い
するものであります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 水田正道氏及び長島聡氏は、社外取締役候補者であります。
３. 当社は水田正道氏及び長島聡氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第
425条第1項に定める最低責任限度額といたします。両氏が再任された場合、当社は両氏との間で当
該契約を継続する予定であります。

４. 当社は、水田正道氏及び長島聡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。両氏が再任された場合、当社は両氏を引き続き独立役員として、同取引所に届
け出る予定であります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、被保険者である当社取締役に対して提起された損害賠償請求にかかる損害賠償金や訴訟費用等
を当該保険契約によって填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。ただし、
被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されない等、一定の
免責事由があります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり
ます。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

６. 代表取締役社長前田佳宏氏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社SAKUNANAが所
有する株式数を含んでおります。
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候補者番号

１
う め

梅
 

 
か わ

川
 

 
え い

栄
 

 
き ち

吉 再  任 社  外 独  立
　1951年11月28日生（男性）　

取締役会出席回数
15回／15回
（100%）
監査役会出席回数

13回／13回
（100%）
監査役在任期間
６年９カ月
所有する当社株式の数
－株
　

■略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
    1977年    4 月 東京芝浦電気株式会社（現株式会社東芝）　入社
    2000年    4 月 同社　小向工場副工場長
    2002年    4 月 同社　技師長
    2007年    10月 東芝電波システムエンジニアリング株式会社（現東芝電波テクノロジー株式会社）

　　　　　　　代表取締役社長
    2011年    6 月 東芝電波プロダクツ株式会社　常勤監査役
    2019年    2 月 当社　社外監査役
    2020年    7 月 当社　常勤社外監査役（現任）

2024年    8 月 株式会社リンカーズOI研究所　監査役（現任）

■社外監査役候補者とした理由
　上場企業並びにその関連会社での役員を歴任し、企業経営やガバナンス体制を構築するなど、優れた知見と豊富な経験を
有しております。これらの豊富な実績や経験を活かし、当社の監査の適切な実施、及び監査機能の強化並びに企業ガバナン
スの向上に寄与することが期待されるため、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。

第３号議案 監査役３名選任の件
　監査役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役３名
の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号

２
ほ う

保
 

 
だ

田
 

 
た か

隆
 

 
あ き

明 再  任 社  外 独  立
　1974年11月16日生（男性）　

取締役会出席回数
14回／15回
（93%）
監査役会出席回数

12回／13回
（92%）
監査役在任期間
５年４か月
所有する当社株式の数
－株
　

■略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
    1998年    4 月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社　入社
    2002年    6 月 UBS証券株式会社　入社
    2010年    4 月 小樽商科大学大学院商学研究科　准教授
    2014年    4 月 昭和女子大学グローバルビジネス学部　准教授
    2015年    9 月 神戸大学大学院経営学研究科　准教授
    2020年    1 月 株式会社トラストバンク　社外取締役（現任）
    2020年    7 月 当社　社外監査役（現任）
    2021年    4 月 神戸大学大学院経営学研究科　教授
    2022年    4 月 慶應義塾大学総合政策学部　教授（現任）
    2022年    8 月 サツドラホールディングス株式会社　社外取締役（現任）

■社外監査役候補者とした理由
　大学教授として培われた会社経営に関する専門的な知見や、複数の上場企業で社外取締役を務めており、経営全般に幅広
い見識を有しております。これらの知見と経験を活かし、独立した立場から当社の経営監督を適切に行い、ガバナンス体制
の強化に寄与いただけることを期待し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号

３
え

江
 

 
じ り

尻
 

 
こ と

琴
 

 
み

美
（戸籍名：鶴 田 琴 美）

再  任 社  外 独  立
　
1974年８月12日生（女性）　

取締役会出席回数
15回／15回
（100%）
監査役会出席回数

13回／13回
（100%）
監査役在任期間
４年10カ月
所有する当社株式の数
－株
　

■略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
    1997年    4 月 住友海上火災保険株式会社（現三井住友海上火災保険株式会社）　入社
    2008年    12月 弁護士登録
    2009年    1 月 敬和綜合法律事務所　入所
    2020年    7 月 同所　パートナー（現任）
    2021年    1 月 当社　社外監査役（現任）
    2022年    6 月 株式会社メイコー　社外監査役（現任）
    2023年    6 月 株式会社JSH　社外取締役（現任）

■社外監査役候補者とした理由
　弁護士として培われた専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有しております。法律の専門家としての経験等
を活かし、監査役として取締役の職務執行を適切に監査いただくとともに、当社監査体制を強化することを期待し、引き続
き社外監査役として選任をお願いするものであります。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．梅川栄吉氏、保田隆明氏及び江尻琴美氏は社外監査役候補者であります。
3．当社は梅川栄吉氏、保田隆明氏及び江尻琴美氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423

条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額
は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。各候補者が再任された場合、当社は各
候補者との間で当該契約を継続する予定であります。

4．当社は、梅川栄吉氏、保田隆明氏及び江尻琴美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、同取引所に届け出ております。各候補者が再任された場合、当社は各候補者を引き続き独立役
員として、同取引所に届け出る予定であります。

5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、被保険者である当社監査役に対して提起された損害賠償請求にかかる損害賠償金や訴訟費用等
を当該保険契約によって填補することとしており、保険料は全額当社が負担しております。ただし、
被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されない等、一定の
免責事由があります。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり
ます。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件
　当社の取締役の報酬等の額は、2017年7月3日付開催の臨時株主総会において、賞与を含め１事業
年度あたり年額150百万円以内（以下、「基本報酬枠」といいます。）とご承認いただいておりま
す。
　また、2023年10月26日付開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制
度」といいます。）を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役（社外取締役を除きます。
以下、「対象取締役」といいます。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給する金
銭債権（以下「金銭報酬債権」といいます。）を年額15百万円以内とし、これにより発行または処
分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内とすることにつき、ご承認いただいております。
　今般、対象取締役に対して、当社のさらなる企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を一部改定すること
につき、ご承認をお願いいたします。
　本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額
は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30百万円以内とし、これにより発行又
は処分される当社の普通株式の総数を年100,000株以内（ただし、当社普通株式の株式分割（株式
無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由
が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）とい
たします。 また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定
することといたします。
　なお、本制度につきましては、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額および
交付される当社株式数の上限の改定を除き、変更はございませんが、その概要は後記のとおりです。
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は、事業報告「４.会社役員の状況
（４）取締役及び監査役の報酬等」に記載のとおりで、本議案は、当該方針に沿う内容の取締役の個
人別の報酬等を付与するために必要かつ合理的な内容となっており、本議案の内容は相当であると考
えております。
　現在の取締役は５名（うち社外取締役２名）であり、第２号議案が原案どおり承認可決されます
と、取締役は５名（うち社外取締役２名）となります。

【譲渡制限付株式報酬制度の概要】
　対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資
財産として当社に給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。
　なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所におけ
る当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を
基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利とならない範囲において、取締役会で
決定いたします。
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　また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下
の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとしま
す。

（１）譲渡制限期間
　対象取締役は、払込期日から、3年から5年までの間で当社の取締役会があらかじめ定める期間
（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社普通株式（以下「本
割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲
渡制限」という。）。

（２）譲渡制限の解除
　対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで
継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本
割当株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が譲渡制限期間において、死
亡、その他当社の取締役会が正当と認める理由により当社又は当社の子会社の取締役、監査役、
執行役員又は従業員の地位のいずれの地位も退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本
割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する。

（３）譲渡制限付株式の無償取得
　当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部につ
いて当然に無償で取得する。

（４）組織再編等における取扱い
　上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契
約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が
当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合に
おいては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期
間の開始日から当該組織再編等の承認日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式に
ついて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定
める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当
株式を当然に無償で取得する。

（５）その他の事項
　本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以上
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(2024年８月 1 日から
2025年７月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当社グループは、「マッチングで世界を変える」というミッションのもと、企業と企業の出
会いのあり方を見直し、従来の産業構造では成し得なかった最適な出会いを提供することで、
多くのイノベーションを生み出す産業のしくみを国内外に築き、産業全体の生産性を最大化す
るための連携のハブとなる企業を目指すために、マッチングプラットフォームの運営を中心に
事業を展開しております。
　サービス内容としては、ニーズ起点のマッチングを手掛ける技術探索サービス「Linkers 
Sourcing」、シーズ起点のマッチングを手掛ける用途開拓サービス「Linkers Marketing」、
SaaS型の金融機関向けマッチングシステム「Linkers for BANK」、及び当該事業会社向けマ
ッチングシステム「Linkers for Business」の提供等による探索・マッチングサービスと、技
術ニーズ・シーズの調査を手掛ける「Linkers Research」を中心としたリサーチサービスを
主たるサービスとしております。
　当社グループが取り組む事業領域は、企業研究費の投下による新技術創出への動向や、製造
業を中心とした設備投資への投資再開、地域金融機関の収益多様化に向けた取り組みなど、オ
ープンイノベーションへの投資領域の拡大に伴い、今後もデジタル技術活用による探索効率化
や、マッチング精度向上を通じた国内外の多様な企業間連携を促進により、需要は拡大してい
くと想定しております。
　半導体や脱炭素分野など成長領域への投資は依然として堅調に推移しており、製造業の設備
投資再開や地域金融機関の新事業支援も活発化する一方で、ウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫
化に加え、米国におけるトランプ政権の高関税政策など、地政学リスクが国際的なサプライチ
ェーンや貿易環境に不透明感をもたらすとともに、主要国の高金利政策継続や円安、原材料価
格の高止まりも企業収益を圧迫し、依然として不透明な状況が続いております。
　このような事業環境の中、来期以降の業容拡大に向けた基盤構築強化を最重要課題と位置付
けて、様々な施策に取り組んでまいりました。既存事業においては、顧客目線に立ったサービ
スクオリティの向上を目的にカスタマーサクセス等のバックオフィス人材の採用強化を推進、
フィールドセールス強化に向けて営業人員の採用を拡大するなど、人材採用と育成に取り組み
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ました。また、既存事業のマッチングプラットフォームの機能強化や、新規プロダクトの開発
体制強化など、将来の業容拡大を見据えた投資を継続して実施いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は1,360,735千円、営業損失は457,988千円、経常
損失は428,433千円、親会社株主に帰属する当期純損失は548,214千円となりました。当社
グループは、当連結会計年度より連結計算書類を作成しております。従いまして、前連結会計
年度との比較分析は行っておりません。

　また、当社グループの事業は、従来、ビジネスマッチング事業の単一事業でありましたが、
当連結会計年度において、リサーチサービスを分社化し、株式会社リンカーズOI研究所（以
下、「OI研究所」）を連結子会社として設立したことに伴い、当連結会計年度より報告セグメ
ントを「ビジネスマッチング事業」の単一事業から、探索・マッチングサービスとその他サー
ビスにて構成される「ビジネスマッチング事業」及びOI研究所が提供する「リサーチ事業」の
２区分に変更しております。
　セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

（ア）ビジネスマッチング事業
　　「Linkers Sourcing」並びに「Linkers Marketing」は、前連結会計年度より取り組んで

いる海外探索の営業活動については成果が出始めているものの、国内探索については逓減傾
向が継続していることから、着手件数は100件となりました。逓減傾向の対策として、期初
から営業活動体制の改善プロジェクトを開始、各種KPIの指標の見直しやプロセス管理の変
更等に取り組むとともに、営業体制の見直し、営業人員の増員など、効果の示現にはなお一
定の時間を要するものの来期以降の拡大に向けて各種施策に取り組んでおります。
　金融機関向けマッチングシステム「Linkers for BANK」、並びに事業会社向けマッチン
グシステム「Linkers for Business」からなる「LFB」は、期中に導入機関同士の合併等が
あったものの、新たに５機関の新規導入がなされたことから、累計導入機関数は50機関に
到達し、月額利用料の拡大など、ストック収益基盤は順調に拡大しております。

　　なお、「Linkers Trading」は、前連結会計年度にて主力商材であった再生アルミニウム
の取り扱いを終了したことに伴い重要性が低下したことから、記載を省略しております。

　　以上の結果、当セグメントの売上高は1,047,585千円、セグメント損失は407,169千円
となりました。
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（イ）リサーチ事業
　　当連結会計年度において分社化を行い、「Linkers Research」を中心としたリサーチサ

ービスを移管しております。期初より営業人員の確保が進まなかったことなどを受けて受注
が低迷したことから、親会社によるフィールドセールスの支援など営業活動の立て直しを図
ったものの、折からの生成AIの市場拡大によるリサーチサービスのコモディティ化の影響
は否めず、情報収集・要約の内製化や競合の民主化といった当社のサービス領域への浸食も
あり、「Linkers Research」の調査件数は228件となりました。

　　なお、当該事業については、より顧客ニーズの高いカスタマイズ調査へのシフト等、採算
性を重視したサービスポートフォリオとすべく、各種施策に取り組んでおります。

　　以上の結果、当セグメントの売上高は313,149千円、セグメント損失は50,819千円とな
りました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は131,867千円となりました。セグメント別の
内訳は、ビジネスマッチング事業が93,309千円、リサーチ事業が38,558千円となります。そ
の主な内容は、ビジネスマッチングシステムの機能追加等に伴うソフトウエア開発によるもの
であります。

③ 資金調達の状況
　運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関３行と総額500,000千円の当座貸越契
約を締結しております。なお、当該契約による当連結会計年度末時点の借入実行残高はありま
せん。
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区 分 第11期
(2022年７月期)

第12期
(2023年７月期)

第13期
(2024年７月期)

第14期
(当連結会計年度)
(2025年７月期)

売 上 高 (千円) － － － 1,360,735

経 常 損 失 （ △ ） (千円) － － － △428,433
親会社株主に帰属する
当期純損失（△） (千円) － － － △548,214
１株当たり当期純損失
（ △ ） (円) － － － △39.78

総 資 産 (千円) － － － 1,363,674

純 資 産 (千円) － － － 1,117,754

１株当たり純資産 (円) － － － 81.01

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）当社では、第14期より連結計算書類を作成しております。そのため、第13期以前については
記載しておりません。
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区 分 第11期
(2022年７月期)

第12期
(2023年７月期)

第13期
(2024年７月期)

第14期
(当事業年度)
(2025年７月期)

売 上 高 (千円) 1,412,575 1,607,768 1,464,541 1,091,766
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） (千円) 63,532 80,223 △124,130 △334,645
当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△） (千円) 49,010 102,170 △200,744 △384,422
１株当たり当期純利益
又 は 1 株 当 た り
当期純損失（△）

(円) 3.99 7.70 △14.62 △27.89

総 資 産 (千円) 1,715,498 2,083,161 1,845,589 1,521,215

純 資 産 (千円) 1,466,212 1,843,059 1,657,768 1,281,546

１株当たり純資産 (円) 119.50 135.14 120.59 92.89

② 当社の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）は、期中平均発行済株式総数に基づい
て算出しております。

会　社　名 資　本　金 当社の
議決権比率 主要な事業内容

株式会社リンカーズOI研究所 100,000千円 100％ リサーチ事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況
該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

（注）2024年８月１日付で株式会社リンカーズOI研究所を新たに設立したことにより、同社
を連結子会社としております。
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(4) 対処すべき課題
①　収益基盤の拡充
　当社グループの事業拡大のためには、サービスポートフォリオの拡充も課題の一つであると
考えております。既存サービスにおいては、新たな機能の追加や利用企業層の開拓、提供エリ
アの拡大により収益機会の増加を図るとともに、構築したビジネスプラットフォームを活用し
た新たな周辺サービスを開発していくことが必要であると考えております。

②　技術力の拡充
　当社グループは、ウェブサイトによるサービス運営を中心に事業展開しており、そのシステ
ム開発を全て内製化しているため、常に外部環境におけるITの進化に注視しながら、技術力の
進歩に努めてまいります。また、優秀なエンジニアの確保など技術部門の強化を推進し、持続
可能な付加価値の高いサービスの実現を図ってまいります。

③　優秀な人材の確保
　当社グループは、今後の事業拡大に伴い、当社のミッションに共感し高い意欲を持った優秀
な人材を継続的に採用していく必要があると考えております。労働市場における知名度の向上
を図り採用力の向上に努めるとともに、業務環境や福利厚生のより一層の充実により、採用し
た人材の離職率の低減も図ってまいります。

④　内部管理体制の強化
　当社グループが継続的な成長を続けるためには、拡大する事業規模及び組織規模に合わせた
組織的な管理体制を構築するとともに、経営の公正性や透明性を確保するために、当社事業に
精通した事業部門と、会計や法令に知見のあるコーポレート部門が協働して内部統制システム
の整備・強化を図り、レピュテーションリスクの排除やコーポレート・ガバナンスの充実に取
り組んでまいります。
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⑤　当社サービスの認知度向上
　当社グループが今後も高い成長率を維持していくためには、提供するサービスのユーザビリ
ティ、品質の向上等に加えて各サービスの認知度向上による新規顧客の拡大が不可欠であると
考えております。当社では、これまで新聞・テレビ・雑誌等のマスメディア広告等には注力し
ておらず、ものづくり系の展示会やセミナー活動等を通じて顧客開拓を行ってまいりました。
しかしながら、各種サービスのさらなる拡大を図るにあたり、今後は費用対効果を十分に見極
めながら広告宣伝活動及び企業認知度向上のためのブランディングにも取り組んでまいりま
す。

⑥　マッチング精度の向上
　当社グループのビジネスマッチング事業は、産業コーディネーター並びに候補企業の確保と
ともに、精度の高いマッチング技術の構築が必要不可欠となります。技術への知見が高い産業
支援機関等の外部パートナーと連携を強化するとともに、これまで培ったマッチングノウハウ
をベースにAIを活用したマッチングシステムの開発など、より精度の高いマッチングを提供で
きるよう努めてまいります。

⑦　システムの安定性の確保
　当社グループの主要事業においては、インターネット上にてサービスを提供しており、安定
した事業運営を行うにあたっては、ウェブサイトに係るシステムのセキュリティ、開発・運営
保守体制の構築が極めて重要であると認識しております。今後も、システムの安定性確保に取
り組み、市場環境の変化に対応した運用体制整備を継続的に行ってまいります。

⑧　情報管理体制の強化
　当社グループは、公開前の事業戦略や製品企画など多くの機密情報や個人情報等を保有して
おり、その管理体制の重要性について十分に認識しております。その保護体制構築に向けて、
社内規程の厳格な運用、定期的な社内教育の実施、情報セキュリティマネジメントシステムの
構築・維持向上に努めることで、今後も引き続き情報管理体制の強化を図ってまいります。
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事 業 区 分 サ ー ビ ス 事 業 内 容

ビ ジ ネ ス
マ ッ チ ン グ 事 業

Linkers Sourcing 発注者のニーズと、ものづくりに特化した有力企
業・団体とを引き合わせる技術探索サービス

Linkers Marketing
発注企業の持つ技術・製品シーズの用途仮説の構築
を行いながら、当該仮説を解決する技術を保有する
会社との面談機会創出の支援を行う技術・製品の用
途開拓サービス

LFB (Linkers for BANK/
Linkers for Business)

SaaS型ビジネスマッチングシステムとして金融機関
向けには「Linkers for BANK」を、事業会社向け
には「Linkers for Business」を提供しているサー
ビス

Linkers Trading
当社が保有する独自ネットワーク・システムを活用
した、最適な調達・購買先の探索並びに調達支援等
を行うサービス

TechMesse Academy
企業が手掛ける知識やノウハウなどを「伝える」
「学ぶ」をコンセプトに、企業が保有する技術やサ
ービスのプロモーション活動を支援する集客型のイ
ベント運営サービス

Linkers Trend Map
数万件に及ぶ論文や特許情報をAIと専門調査員の知
見を活用して分析・可視化、研究開発や事業企画に
役立つ技術インサイトを提供するサービス

リ サ ー チ 事 業

Linkers Research
企業が新規事業やマーケティングを行う際に直面す
る課題、情報の取得困難性に対して、技術専門性の
あるリサーチャーがアウトプットを提供するサービ
ス

Linkers Research Clip
調査横断のテキスト検索や、社内の技術情報への興
味の可視化など、調査結果を活用することが可能な
Webアプリであり、「Linkers Research」にて作
成したレポート等を簡単に社内共有できるサービス

(5) 主要な事業内容（2025年７月31日現在）

（注）当連結会計年度より「ビジネスマッチング事業」及び「リサーチ事業」の２区分に変更しております。
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名 称 所 在 地

本 社 東京都文京区

名 称 所 在 地

㈱リンカーズOI研究所 東京都文京区

(6) 主要な営業所（2025年７月31日現在）
①当社

②子会社
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事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

ビ ジ ネ ス マ ッ チ ン グ 事 業 62（ ９）名 －

リ サ ー チ 事 業 23（ ０） －

全 社 （ 共 通 ） 17（ ３） －

合 計 102（12） －

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

79（12）名 10名減 （６名減） 38.9歳 ３年５ヵ月

(7) 使用人の状況（2025年７月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト（１日８時間換算）及び人材会社からの派
遣社員を含む）は、最近１年間の平均人員を外数で記載しております。

２．当社グループは、当連結会計年度より企業集団の使用人の状況を記載しているため、前連結会計年
度末との比較分析は行っておりません。

②　当社の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、
臨時雇用者数（アルバイト（１日８時間換算）及び人材会社からの派遣社員を含む）は、最近１年間
の平均人員を外数で記載しております。

２．使用人数が前事業年度末と比べて10名減少しておりますが、これは子会社を設立したことにより出
向者が増加したことによるものです。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 阿 波 銀 行 13,348千円

(8) 主要な借入先の状況（2025年７月31日現在）

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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(1) 発行可能株式総数 49,080,000株
(2) 発行済株式の総数 13,797,000株

(3) 株主数 3,865名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

前 田 佳 宏 2,682,400株 19.44％

合 同 会 社 S A K U N A N A 2,500,000株 18.11％

SBI AI＆Blockchain投資事業有限責任組合 1,270,000株 9.20％

加 福 秀 亙 834,500株 6.04％

京 侑 株 式 会 社 600,000株 4.34％

楽 天 証 券 株 式 会 社 277,700株 2.01％

M S C O  C U S T O M E R  S E C U R I T I E S 198,900株 1.44％
ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　
ＰＬＣ　Ａ／Ｃ　ＪＡＰＡＮ　ＦＬＯＷ 164,600株 1.19％

株 式 会 社 日 経 ビ ー ピ ー 148,000株 1.07％

ソ ウ ル ド ア ウ ト 株 式 会 社 143,300株 1.03％

２. 株式の状況（2025年７月31日現在）

（注）譲渡制限付株式の発行により、発行済株式の総数は50,000株増加しております。

(4) 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を保有しておりません。
２. 合同会社SAKUNANAは、当社代表取締役である前田佳宏が株式を保有する資産管理会社でありま

す。
３. 京侑株式会社は、当社代表取締役である前田佳宏の親族が株式を保有する資産管理会社であります。
４. 持株比率は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。
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株式数 交付対象者数
取締役（社外取締役を除く） 50,000株 ３名

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次の通りです。
当社は、取締役（社外取締役を除く。）３名に対して譲渡制限付株式の付与のため、
2024年11月15日付で普通株式50,000株を発行いたしました。

(6) その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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第 １ 回 新 株 予 約 権 第 ８ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2012年４月１日 2016年３月25日

新 株 予 約 権 の 数 33個　 100個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

(注）4
普通株式 33,000株

（新株予約権１個につき 1,000株）　
普通株式 100,000株

（新株予約権１個につき 1,000株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

(注）4
新株予約権１個当たり 10,000円

（１株当たり 10円）　
新株予約権１個当たり 90,000円

（１株当たり 90円）　

権 利 行 使 期 間 2014年４月11日から
2032年３月10日まで

2018年４月 １日から
2026年２月28日まで

行 使 の 条 件 （注）1 （注）2

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権の数 100個
目的となる株式数 100,000株
保有者数 1名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

監 査 役
新株予約権の数 33個
目的となる株式数 33,000株
保有者数 1名　

新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
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第 1 0 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2018年５月２日

新 株 予 約 権 の 数 34個　
新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

(注）４
普通株式 34,000株

（新株予約権１個につき 1,000株）　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

(注）４
新株予約権１個当たり 350,000円

（１株当たり 350円）　

権 利 行 使 期 間 2020年５月８日から
2028年４月７日まで

行 使 の 条 件 （注）3

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 34個
目的となる株式数 34,000株
保有者数 1名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

監 査 役
新株予約権の数 －個
目的となる株式数 －株
保有者数 －名　

（注）１. ①本新株予約権の割当てを受けた者は、発行された権利の一部又は全部を行使することが可能となる
（ただし、１個の本新株予約権を更に分割して行使することはできない）。なお、行使可能な株式
数が、１単位の株式数の整数倍でない場合は、端数を切り上げ、１単位の整数倍とする。

②本新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。た
だし、相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りでない。

２. ①本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権者について、本新株予約
権に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認
められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

②本新株予約権者は、当社の株式のいずれかが日本国内の証券取引所に上場（以下、「株式上場」と
いう）がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとする。ただし、当
社が特に認めた場合はこの限りでない。
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③本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなる
ものとする。

④本新株予約権者は、権利行使期間内のいずれの年においても、本新株予約権の行使によって発行又
は譲渡される株式の発行価額又は譲渡価額の合計額が、その年において既にした当社又は他社の株
式譲渡請求権もしくは新株引受権又は新株予約権の行使によって発行又は譲渡される株式の発行価
額又は譲渡価額と合計して年間1,200万円又は行使時において租税特別措置法の適用を受けること
ができる権利行使価額の年間合計額を超えないように、割当てを受けた本新株予約権を行使しなけ
ればならないものとする。

⑤当社及び本新株予約権者は、本新株予約権の行使に係る１株当たりの権利行使価額が本契約の締結
時点における株式１株当たりの価額に相当する金額以上であることを確認する。

⑥本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第１
項に定める事項に反しないで行われるものとする。

⑦当社の規則に則り、単元株制度を採用した場合には、本新株予約権者は、いかなる場合において
も、当社の１単元の株式の数に満たない数を目的株式数として本新株予約権を行使してはならない
ものとする。

３. ①新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という）は、権利行使時においても、当社
又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約
権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた
場合はこの限りではない。

②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた
場合にはこの限りではない。

③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④本新株予約権で定める権利行使可能期間のうち、付与決議の日後２年を経過した日から付与決議の

日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならないものとする。なお、本新株予約権の
定めにおいて付与決議とは、割当新株予約権にかかる会社法第238条第２項の決議（同法第239条
第１項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第１項の規定に
よる取締役会の決議を含む）を意味するものとする。

⑤新株予約権（当社が新株予約権者に対して付与する租税特別措置法第29条の２の規定を受ける他
の新株予約権を含む）の行使に係る行使価額の年間（１月１日から12月31日まで）の合計額が
1,200万円を超えないこと。

４. 2021年11月12日で株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、また、2022年７月２日
付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的
となる株式の種類と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が調整されており
ます。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権に関する重要な事項
該当事項はありません。

－ 29 －



会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 前 田 佳 宏 イノベーション推進事業本部長
株式会社リンカーズOI研究所　取締役

取 締 役 加 福 秀 亙

取 締 役 江 頭 宏 一 経営管理本部長

取 締 役 水 田 正 道 パーソルホールディングス株式会社　取締役会長

取 締 役 長 島 　 聡
きづきアーキテクト株式会社　代表取締役
由紀ホールディングス株式会社　社外取締役
株式会社スマートドライブ　社外取締役

常 勤 監 査 役 梅 川 栄 吉

監 査 役 保 田 隆 明 慶應義塾大学総合政策学部　教授
サツドラホールディングス株式会社　社外取締役

監 査 役 江 尻 琴 美
(戸籍名:鶴田琴美)

敬和綜合法律事務所　パートナー
株式会社メイコー　社外監査役
株式会社ＪＳＨ　社外取締役

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2025年７月31日現在）

（注）１. 取締役水田正道氏及び取締役長島聡氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役梅川栄吉氏、監査役保田隆明氏及び監査役江尻琴美氏は、社外監査役であります。
３. 取締役水田正道氏は、上場会社の経営者として長年企業経営に携わっており、企業経営の豊富な経験

や知見を有しております。
４. 取締役長島聡氏は、世界的大手コンサルティング会社の日本代表、グローバル共同代表を歴任し、企

業経営の知見と豊富な経験を有しております。
５. 常勤監査役梅川栄吉氏は、上場企業並びにその関連会社での役員を歴任し、経営に関する相当程度の

知識を有しております。
６. 監査役保田隆明氏は、大学教授として培われた会社経営に関する専門的な知見や、複数の上場企業で

社外取締役を務めており、経営全般に幅広い見識を有しております。
７. 監査役江尻琴美氏は、弁護士として培われた専門的な法務及びコンプライアンスに対する知見を有し

ております。
８. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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区 分
報酬等の総

額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基 本 報 酬 業 績 連 動 報 酬
( 賞 与 )

譲渡制限付
株式報酬

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

86,424
(8,400)

80,400
(8,400)

－
（－)

6,024
（－)

５
（２）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

15,000
(15,000)

15,000
(15,000)

－
(－)

－
(－)

３
（３）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

101,424
(23,400)

95,400
(23,400)

－
（－)

6,024
(－)

８
（５）

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役等であり、保険料は
全額当社が負担しております。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損
害賠償請求にかかる損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令
違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象となら
ないなど、一定の免責事由を設けております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等
① 当事業年度に係る報酬等の総額等

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　当社役員の報酬等の額は、2017年７月３日の臨時株主総会において、取締役については賞
与を含めた１事業年度あたりの取締役の報酬等の年額を150,000千円以内、監査役について
は同30,000千円以内とそれぞれ決議されております。なお、当該決議日時点の取締役の員数
は３名（うち社外取締役０名）、監査役の員数は１名（うち社外監査役１名）であります。
　また、上記報酬等のほか、2023年10月26日開催の第12期定時株主総会において、当社の
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取締役（社外取締役を除く）を対象として、報酬限度額（年額15,000千円以内）及び上限株
式数（年50,000株以内）の範囲内とする譲渡制限付株式の付与を決議しており、当該決議日
時点において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役３名でありま
す。

③ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2024年10月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容に
ついて社外役員に諮り、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、
社外役員からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると
判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
（ア）固定報酬

取締役の固定報酬は月例報酬とし、各取締役の報酬の額については、2024年10月25
日に定めた「役員報酬設計方針」及び「役員報酬（内規）」に基づき職務の内容や責任及
び成果等を総合的に勘案して、代表取締役社長前田佳宏が各取締役の報酬額を策定し、取
締役会の決議事項として社外取締役及び社外監査役の意見を聴取した上で決定しておりま
す。

（イ）業績連動報酬（役員賞与）
取締役の業績連動報酬（役員賞与）は、取締役に業績へのコミットを動機づける内容と

し、取締役会の決議事項として社外取締役及び社外監査役の意見を聴取した上で、前記方
針に基づき、予算達成時の達成率を勘案して役位に応じて配分することとしており、営業
損失となった場合は、当該役員賞与の支給は行わない方針としております。

（ウ）譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬等）
取締役の譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬等）は、当社の取締役が、当社の企業価値の

持続的な向上を図るインセンティブを付与されるとともに、株主の皆様と一層の価値共有
を進めることを目的とし、各取締役への割当株式数は、取締役会において決定のうえ、毎
年一定の時期に支給するものとしております。

　なお、各監査役の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度内において、監査役の
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協議により決定しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

　当社は、代表取締役社長前田佳宏氏に、職務の内容や責任及び成果等を総合的に勘案し、役
員報酬設計方針等に則り、各取締役の報酬額の決定を委任しております。これらの権限を委任
した理由は、代表取締役社長前田佳宏氏が当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当業務
について適正に評価できることと判断したためであります。
　取締役会は、当該権限が代表取締役社長前田佳宏氏によって適切に行使されるよう、原案を
諮問し答申を経ることとしております。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役水田正道氏は、パーソルホールディングス株式会社の取締役会長でありますが、
当社と兼職先との間に特別な関係はありません。

・社外取締役長島聡氏は、きづきアーキテクト株式会社の代表取締役、由紀ホールディングス
株式会社の社外取締役及び株式会社スマートドライブの社外取締役でありますが、当社と各
兼職先との間に特別な関係はありません。

・社外監査役保田隆明氏は、慶應義塾大学総合政策学部の教授及びサツドラホールディングス
株式会社の社外取締役でありますが、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

・社外監査役江尻琴美氏は、敬和綜合法律事務所のパートナー、株式会社メイコーの社外監査
役及び株式会社ＪＳＨの社外取締役でありますが、当社と各兼職先との間に特別な関係はあ
りません。
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出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

社外取締役 水 田 正 道

当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席いたしまし
た。
上場企業並びにその関連会社での社長を歴任し、多様な企業経営に関す
る幅広い知識と経験を有しており、取締役会において議案審議等に必要
な発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。

社外取締役 長 島 　 聡

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。
コンサルティング会社の日本代表、グローバル共同代表を歴任し、企業
経営の知見や豊富な経験から、取締役会において議案審議等に必要な発
言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。

社外監査役 梅 川 栄 吉

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会13回
の全てに出席いたしました。
上場企業並びにその関連会社での役員を歴任し、経営に関する相当程度
の知識を有しており、取締役会並びに監査役会での意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言を適宜行っております。

社外監査役 保 田 隆 明

当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に、また、監査役会
13回のうち12回に出席いたしました。
大学教授としての専門性や会社経営全般に関して豊富な経験と幅広い見
識を有しており、取締役会並びに監査役会での意思決定の妥当性・適正
性を確保するための発言を適宜行っております。

社外監査役 江 尻 琴 美

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会13回
の全てに出席いたしました。
弁護士としての専門的な知識やコンプライアンスに対する知見を有して
おり、取締役会並びに監査役会での意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための発言を適宜行っております。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 24,000千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額は適切であると
判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。
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(5) 会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分
金融庁が2023年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
①　処分対象

太陽有限責任監査法人
②　処分内容

契約の新規の締結に関する業務の停止　3ヶ月（2024年１月1日から同年３月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場した
ことに伴う契約の新規の締結を除く。）

③　処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である２名の公認会計士が、相当の
注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したため。

(6) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

(7) 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ア）取締役及び従業員は社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企

業運営に努める。また、コンプライアンス規程その他の社内規程を定め、企業倫理・法令
遵守を周知徹底する。

（イ）取締役会規程に基づき取締役会を定期的に開催し、経営に関する重要な業務執行を審議決
議するとともに、他の取締役の職務の執行を相互に監督する。

（ウ）取締役会は、取締役会規程、組織・職務権限規程等の職務の執行に関する規程を制定し、
取締役及び従業員は法令・定款及び定められた規程に従い、業務を執行する。

（エ）業務の適正化と経営の透明性等を確保するため、社外取締役による経営の監督機能の強化
を行う。

（オ）取締役の職務の執行に関する法令及び定款への適合性に関して、監査役監査規程に基づく
監査役監査の実施により確認する。

（カ）他の業務執行部門から独立した組織である内部監査室は、内部監査規程に基づき内部監査
を実施する。その結果は、被監査部門にフィードバックされるとともに、取締役会及び常
勤監査役に報告する。また、必要かつ適正な是正処置を行うものとする。

（キ）リスク・コンプライアンス委員会を設置し、通常のリスク評価とともに、コンプライアン
ス規程に従い定期的に社内のコンプライアンス体制及び遵守状況について確認する。

（ク）社内における不正行為の早期発見又は相談と不祥事等の未然防止のための適正な処理の仕
組みとして、内部通報規程に基づき内部通報制度「リンカーズ・ヘルプライン」を設置す
る。

（ケ）業務執行の適正を確保するために、反社会的勢力及び団体からの不当な要求には民事及び
刑事の両面から法的対応を行うとともに、反社会的勢力及び団体への資金提供は絶対に行
わないものとする。

－ 37 －



② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（ア）株主総会及び取締役会の議事録等の情報は、法令及び文書管理規程に基づき、保存及び管

理する。保管期間中は必要に応じて取締役、監査役、会計監査人などが閲覧、複写可能な
状態とする。

（イ）情報セキュリティ管理規程を制定し、情報資産の保護・管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（ア）自然災害や企業不祥事等、会社、従業員、社会に影響を及ぼす問題の発生に備え、リスク

管理規程に基づき、事業継続計画を始めとしたリスク管理体制を構築、運用する。
（イ）リスク・コンプライアンス委員会にて、個別リスクの把握と評価、対応すべき優先度、リ

スク管理方法等を審議するとともに、定期的なモニタリングを行い体制の整備、見直しを
行う。

（ウ）事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し迅速な対応を行い、被害
及び損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめるための体制を整備する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ア）取締役会は経営計画、予算等を決定し、業績及び目標達成状況のレビューを行うために、

毎月１回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
（イ）代表取締役社長による総括管理のもと、管掌役員制を採用する。各管掌取締役は、法令、

定款、社内規程及び社内基準に従い、管掌領域の経営を行う。また、管掌ごとに、主要な
予算を設定し、定期的に予算の達成度を検証することにより経営管理を行う。

（ウ）取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速
に業務を執行する。

（エ）業務執行に関する責任者及びその責任範囲、手続については、組織・職務権限規程その他
の社内規程に定めるところによる。

⑤ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（ア）関係会社管理規程に基づき、主要な子会社の重要な決議事項は事前に当社取締役会にて審

議承認を行う。
（イ）子会社の規程は、原則として当社規程を準用するものとする。必要に応じて、適宜マニュ

アルを整備・運用するものとし、各社の状況に応じたリスクマネジメント体制を構築する
ものとする。
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（ウ）当社のリスク・コンプライアンス委員会は、子会社の事業を取り巻く様々なリスクの顕在
化の未然防止又は最小化のために、リスク管理規程に基づきリスクの把握及び適切な対策
を講じる。

（エ）子会社の取締役及び監査役には、原則として当社の取締役、監査役、従業員を構成員に含
めることにより企業集団内の情報伝達を推進し、当社及び子会社全体の業務の効率的な遂
行を確保する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該従業員に関する
事項、並びに当該従業員の取締役会からの独立性及び監査役の当該従業員に対する指示の実
効性の確保に関する事項

（ア）監査役が必要とした場合、取締役は監査役と補助すべき人数、資格等を協議の上、従業員
を監査役の補助にあたらせる。選任された従業員は、監査役からの指揮命令を優先するも
のとする。

（イ）当該従業員の人事異動、評価、懲戒等に関しては、監査役会の意見を尊重した上で行うも
のとする。

⑦ 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制
（ア）監査役は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも当社及び子会社の取

締役及び従業員に報告を求めることができる。
（イ）監査役は、監査計画に従って取締役会のほか各種社内委員会その他の重要な会議に出席

し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し関係資料を閲覧することができる。
（ウ）取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。
（エ）取締役は監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告

する。
・財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
・業績及び業績見通しの内容
・内部監査の内容及び結果
・内部情報提供制度に基づく情報提供の状況
・行政処分の内容
・前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項
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（オ）当社及び子会社の取締役並びに従業員は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実や
重大な法令又は定款違反事実を認めた場合には、監査役に対して直接報告することができ
る。

（カ）前項の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を
確保する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（ア）監査役は、会計監査人、内部監査担当と情報交換に努め、連携して当社及び子会社の監査

の実効性を確保するものとする。
（イ）監査役は、代表取締役社長との定期的な意見交換を行い、取締役会等の重要な会議体への

出席により、経営方針、経営課題についての意思疎通を図り、効果的な監査業の遂行を図
る。

（ウ）監査役は監査業務に必要と判断した場合には、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、
その他専門家の意見を聴取することができる。

⑨ 財務報告の適正性を確保するための体制
（ア）当社は、財務報告の信頼性を確保し、適正な財務情報を開示していくために、財務報告に

係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備、運用を行う。
（イ）財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進すると

ともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。
（ウ）財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視及び評価

し、不備があれば必要な改善及び是正を行うとともに、関連法令との適合性を確保する。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方、及びその整備状況
（ア）当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力及びこれに類する

団体とは取引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当要求等に対して
は、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で対応しなければならない。

（イ）当社は、反社会的勢力に対して、反社会的勢力対応規程並びに反社会的勢力排除対応マニ
ュアルを基に対応を行う。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、2021年10月27日開催の取締役会にて内部統制システムの基本方針について決議
し、当該方針に基づいて内部管理体制の整備、運用を行っております。
　業務の適正を確保するための体制の運用については、取締役会において相互に業務執行を監視
しており、また監査役は取締役会やその他社内の重要な会議に出席し、業務執行の状況やリスク
管理について不適切な点がないか検証しております。
　また、内部監査担当により各部署の内部監査を行っており、運用状況に不適切な点がないか独
立した立場で監視しております。

７. 会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

８. 剰余金の配当等に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営課題と認識しており、財政状態、経営成績及びキャッシ
ュ・フローの状況を勘案し、利益還元政策を決定していく所存であります。しかしながら、当社
は、成長過程にあり内部留保が充実しているとはいえず、創業以来配当を行っておりません。
　今後の配当政策の基本方針としては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の
充実状況及び企業を取り巻く事業環境等を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還
元を実施する方針であります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 　 産 　 　 の 　 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
仕 掛 品
前 渡 金
前 払 費 用

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
長 期 前 払 費 用
そ の 他　

1,099,564
912,518
144,063
7,424
95

35,462
264,110
24,858
17,982
6,875

175,867
137,281
38,586
63,383
52,152
11,118
112　

（ 負 　 　 債 　 　 の 　 　 部 ）
流 動 負 債 242,568
１年内返済予定の長期借入金 9,996
未 払 金 75,746
未 払 費 用 20,204
未 払 法 人 税 等 5,919
前 受 金 56,909
預 り 金 7,700
賞 与 引 当 金 51,924
そ の 他 14,166

固 定 負 債 3,352
長 期 借 入 金 3,352

負 債 合 計 245,920
（純　 資　 産　 の　 部）

株 主 資 本 1,117,754
資 本 金 249,165
資 本 剰 余 金 991,040
利 益 剰 余 金 △122,450

純 資 産 合 計 1,117,754
資 産 合 計 1,363,674 負 債 純 資 産 合 計 1,363,674

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年７月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年８月 1 日から
2025年７月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 1,360,735
売 上 原 価 440,878
売 上 総 利 益 919,856
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,377,845
営 業 損 失 457,988
営 業 外 収 益

受 取 利 息 29
受 取 配 当 金 3
補 助 金 収 入 30,000
雑 収 入 340 30,373

営 業 外 費 用
支 払 利 息 563
為 替 差 損 253 817

経 常 損 失 428,433
特 別 損 失

減 損 損 失 117,195 117,195
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 545,628
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,585 2,585
当 期 純 損 失 548,214
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 548,214

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年８月 1 日から
2025年７月31日まで)

株 主 資 本
純 資 産 合 計

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 245,065 986,940 425,763 1,657,768 1,657,768

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額
新 株 の 発 行
（譲渡制限付株式の発行） 4,100 4,100 8,200 8,200

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △548,214 △548,214 △548,214

当連結会計年度変動額合計 4,100 4,100 △548,214 △540,014 △540,014

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 249,165 991,040 △122,450 1,117,754 1,117,754

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 渡 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他　

1,097,484

880,220

117,773

95

29,229

45,000

25,165

423,731

24,858

17,982

6,875

175,867

137,281

38,586

223,004

159,620

52,152

11,118

112　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 236,317

１年内返済予定の長期借入金 9,996

未 払 金 85,057

未 払 費 用 20,204

未 払 法 人 税 等 5,629

前 受 金 55,809

預 り 金 7,695

賞 与 引 当 金 51,924

固 定 負 債 3,352

長 期 借 入 金 3,352

負 債 合 計 239,669
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 1,281,546
資 本 金 249,165
資 本 剰 余 金 991,040

資 本 準 備 金 149,165

そ の 他 資 本 剰 余 金 841,875

利 益 剰 余 金 41,340

そ の 他 利 益 剰 余 金 41,340

繰 越 利 益 剰 余 金 41,340

純 資 産 合 計 1,281,546
資 産 合 計 1,521,215 負 債 純 資 産 合 計 1,521,215

貸　借　対　照　表
（2025年７月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年８月 1 日から
2025年７月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 1,091,766
売 上 原 価 336,512

売 上 総 利 益 755,254
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,194,883

営 業 損 失 439,629
営 業 外 収 益

受 取 利 息 202
受 取 配 当 金 3
経 営 指 導 料 75,231
補 助 金 収 入 30,000
そ の 他 340 105,777

営 業 外 費 用
支 払 利 息 563
為 替 差 損 229 793
経 常 損 失 334,645

特 別 損 失
減 損 損 失 47,485 47,485
税 引 前 当 期 純 損 失 382,131
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,291 2,291
当 期 純 損 失 384,422

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年８月 1 日から
2025年７月31日まで)

株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 245,065 145,065 841,875 986,940 425,763 425,763 1,657,768 1,657,768

当 期 変 動 額
新 株 の 発 行
（ 譲 渡 制 限 付 株 式 の 発 行 ） 4,100 4,100 4,100 8,200 8,200

当 期 純 損 失 △384,422 △384,422 △384,422 △384,422

当 期 変 動 額 合 計 4,100 4,100 － 4,100 △384,422 △384,422 △376,222 △376,222

当 期 末 残 高 249,165 149,165 841,875 991,040 41,340 41,340 1,281,546 1,281,546

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 島 　 啓 太
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 塚 　 弘 毅

独立監査人の監査報告書
2025年９月24日

リンカーズ株式会社
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、リンカーズ株式会社の2024年８月１日から
2025年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、リンカーズ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 河 島 　 啓 太
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 塚 　 弘 毅

独立監査人の監査報告書
2025年９月24日

リンカーズ株式会社
取締役会　御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、リンカーズ株式会社の2024年８月１日か
ら2025年７月31日までの第14期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年8月1日から2025年7月31日までの第14期事業年度における取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

(２)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必
要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締
役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審
議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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　　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
　　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

　　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

　　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部
統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。

（２）連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

社外監査役(常勤) 梅 川 栄 吉 ㊞
社 外 監 査 役 保 田 隆 明 ㊞
社 外 監 査 役 江 尻 琴 美 ㊞

2025年９月25日
リ ン カ ー ズ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

以　上
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東京都文京区後楽二丁目３番21号
住友不動産飯田橋ビル６階
リンカーズ株式会社本社

（昨年までの会場「ベルサール飯田橋ファースト」とは
異なりますのでご注意ください。）

交通 都営地下鉄大江戸線飯田橋駅 Ｃ３出口より 徒歩約３分
ＪＲ中央・総武線飯田橋駅 東口より 徒歩約５分
東京メトロ東西線・有楽町線・南北線飯田橋駅 Ｂ１出口より 徒歩約５分
東京メトロ丸ノ内線・南北線後楽園駅 １番出口より 徒歩約９分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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○駐車場のご用意はしておりませんのでご了承くださいますようお願い申しあげます。
〇株主総会ご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございませんので、あらかじめ
ご了承くださいますようお願い申し上げます。


